
専用水道設置者の皆様へ 

専用水道設置者は、水道法により、消毒（塩素消毒）その他衛生上必要な措置及び定期的な水質検査、健

康診断（検便）の実施が義務付けられています。 

 
《衛生上必要な措置》⇒ 清潔・鍵・柵・塩素消毒 

 

  

◎ 消毒その他衛生上必要な措置は、適切ですか？ 

１ 施設は常に清潔にし、水の汚染防止を充分にしなければなりません。 

２ 施設には鍵を掛け、柵を設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必

要な措置を講じなければなりません。 

３ 給水栓における遊離残留塩素濃度が0.1mg/L以上保持するよう塩素消毒をしなければなりません。 

☆ 県内の水道施設において、使いかけの次亜塩素酸ナトリウムで塩素消毒をしたため、給水栓において

遊離残留塩素濃度が0.1ｍｇ/Lを下回っていた事例がありました。 

※ 適切な消毒その他衛生上必要な措置を講じない設置者（代表者）は、100万円以下の罰金に処せられるこ

とがあります。 
 

 
《水質検査》⇒ 検査結果は５年間保存 

 

  

◎ 給水栓における水質検査は、適切ですか？ 

１ 毎日の検査項目 （１日に１回以上の検査） 

色・濁り・消毒の残留効果（遊離残留塩素濃度0.1ｍｇ/L以上） 

２ 毎月の検査項目 （１月に１回以上の検査） 

一般細菌･大腸菌･塩化物イオン･有機物(TOC)･pH値･味･臭気･色度･濁度など11項目 

３ その他検査項目 （３月に１回以上の検査） 

毎月検査の項目に加え、カドミウムやシアン化物イオンなど40項目を加え51項目 

☆ 過去の水質検査結果、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況により、検査回数を減らす、あるい

は省略することができます。詳細は  那須烏山市上下水道課  にお問合せください。 

☆ 水質検査を依頼して実施する場合は、水道法に基づく登録検査機関で実施してください。 

※ 水質検査を行わなかった設置者（代表者）は、100万円以下の罰金に処せられることがあります。 
 

 
《健康診断（検便）》⇒ 検査結果は１年間保存 

 

  

１ 対象者   ①取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者 

②取水場、浄水場又は配水池施設の構内に居住している者 

２ 検査内容  病原体が便中に排泄される感染症（赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌等）について、その

保菌者の有無を検査するために、おおむね６ケ月ごとに行ってください。 

※ 健康診断を行わなかった設置者（代表者）は、100万円以下の罰金に処せられることがあります。 

◎ ご不明の点があれば、  那須烏山市上下水道課  にお問合せください。 

◎ 連絡・問い合わせ先 

那須烏山市上下水道課 工務グループ 

那須烏山市城東１８－３ 

TEL：０２８７－８４－０４１１ 

FAX：０２８７－８４－０４１２ 



水質検査項目と回数
概ね月1回実施 概ね3ヶ月1回実施

1回/月
1回/3ヶ
月

1回
/3ヶ月

1回/年
1回/3ヶ
年

色、濁り及び消毒の残留効果 ○ 不可
1 一般細菌 ○ 不可
2 大腸菌 ○ 不可
3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
4 水銀及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
5 ｾﾚﾝ及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
6 鉛及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注5)
7 ﾋ素及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
8 六価ｸﾛﾑ化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注5)
9 亜硝酸態窒素 △(注3) →1/5> →1/10> 不可

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ○ 不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 △(注3) →1/5> →1/10> 不可
12 ﾌｯ素及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
13 ﾎｳ素及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
14 四塩化炭素 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注6)
15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ △(注3) →1/5> →1/10> 可(注6)
16 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ △(注3) →1/5> →1/10> 可(注6)
17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ △(注3) →1/5> →1/10> 可(注6)
18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ △(注3) →1/5> →1/10> 可(注6)
19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ △(注3) →1/5> →1/10> 可(注6)
20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ △(注3) →1/5> →1/10> 可(注6)
21 塩素酸 ○ 不可
22 ｸﾛﾛ酢酸 ○ 不可
23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ ○ 不可
24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 ○ 不可
25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ ○ 不可
26 臭素酸　　　　　　　　　　　　（消毒副生成物） ○ 次亜不可(注7)
27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ ○ 不可
28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 ○ 不可
29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ○ 不可
30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ ○ 不可
31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ○ 不可
32 亜鉛及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注5)
33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注5)
34 鉄及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注5)
35 銅及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注5)
36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
38 塩化物ｲｵﾝ △(注１) →連続 不可
39 ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
40 蒸発残留物 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
41 陰ｲｵﾝ界面活性剤 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ(ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝｵｰﾙ) △(注2) 可(注8)
43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ(ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛﾍﾌﾟﾀﾝｵｰﾙ） △(注2) 可(注8)
44 非ｲｵﾝ界面活性剤 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
45 ﾌｪﾉｰﾙ類 △(注3) →1/5> →1/10> 可(注4)
46 有機物（全有機炭素の量) △(注１) →連続 不可
47 ｐH値 △(注１) →連続 不可
48 味 △(注１) →連続 不可
49 臭気 △(注１) →連続 不可
50 色度 △(注１) →連続 不可
51 濁度 △(注１) →連続 不可

（○：検査回数を減らすことができない項目、△：検査回数を条件により減らすことができる項目）
注１ 自動連続測定･記録をしている場合は、概ね3ヶ月に1回以上とすることが可能。
注2 藻類の発生が少なく、検査をする必要がないことが明らかであると認められる期間を除く。
注3

注4

注5 注4の状況に加えて、薬品及び資機材等の使用状況を勘案し、検査を行う必要がないと認められる場合、省略可能。
注6

注7 注4と同様であるが、浄水処理にｵｿﾞﾝ処理、消毒に次亜塩素酸を用いる場合は、省略不可。
注8 注4と同様であるが、湖沼等の停滞水を水源とする場合は、当該物質を産出する藻類の発生状況を含んで勘案し、検

査を行う必要がないと認められる場合、省略可能。

井戸の場合は、注4の状況に近傍地域の地下水の状況を加えて勘案し、検査を行う必要がないと認められる場合、省
略可能。

過去の検査結果が基準値の1/2を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案し、検査を行
う必要がないと認められる場合、省略可能。

毎日
実施

項目の省略の
可否

水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置状況等から、原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる
場合であって、過去3年間の検査結果が、基準値の1/5以下であるときは、概ね1年に1回以上と、過去3年間の検査結
果が、基準値の1/10以下であるときは、概ね3年に1回以上とすることができる。

 


